
 

 

健全化判断比率報告書 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成 20 年

度決算に基づく健全化判断比率を次のとおり報告します。 

 

記 

 

（単位：％） 

項  目 比  率 早期健全化基準 財政再生基準 

実質赤字比率 ―  （△2.24） 11.25 20 

連結実質赤字比率 ― （△17.05） 16.25 30 

実質公債費比率 13.6 25 35 

将来負担比率 73.8 350  

備 考 

１ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、計算結果がマイナス（黒字）

となりましたので、「―」と表示しました。 

２ 参考として、黒字の程度（比率）を括弧内に「△」で併記しました。 

３ 連結実質赤字比率の財政再生基準については、平成 20 年度及び平成 21 年度決

算値は 40％、平成 22 年度決算値は 35％とする経過措置が設けられています。 



 
 

 

資金不足比率報告書 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 22 条第１項の規定により、各公営企

業の平成 20 年度決算に基づく資金不足比率を次のとおり報告します。 

 

記 

 
公営企業会計名 資金不足比率（％） 事業の規模（千円）

水道事業会計 ― （△60.43） 5,586,559 

下水道事業会計 ― （△79.77） 6,691,244 

病院事業会計 ― （△27.82） 8,285,293 

戸隠観光施設事業会計 ― （△ 2.74） 283,745 

産業団地事業会計 ― （△20.77） 4,515,745 

飯綱高原スキー場事業特別会計 ― （△ 0.63） 24,793 

鬼無里大岡観光施設事業特別会計 ― （△ 0.46） 127,471 

簡易水道事業特別会計 ― （△ 2.50）  111,343 

農業集落排水事業特別会計 ― （△11.70） 111,321 

戸隠下水道事業特別会計 ― （△ 8.99） 67,569 

鬼無里下水道事業特別会計 ― （△ 7.69） 33,150 

 

 

備 考 

１ 資金不足比率については、計算結果がマイナス（資金剰余）となりましたので、

「―」と表示しました。 

２ 参考として、資金剰余の程度（比率）を括弧内に「△」で併記しました。 

３ 事業の規模については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第 17

条の規定による営業収益から受託工事収益を控除した額又は相当額を記載しまし

た。 
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